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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
海
上
幕
僚
監
部
に
よ
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海
上
自
衛
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油
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誤
差
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蔽
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関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
係
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
調
査
中
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
す
べ
て
を
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
の
、
現
時
点
で
は
、
防
衛
省
と
し
て
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
五
日
、
海
上
自
衛
隊
補
給
艦
と
き
わ
は
、
米
補
給
艦
ペ
コ
ス
に
対
し
て
約
八
十
万
ガ
ロ
ン
の
給
油

を
、
米
駆
逐
艦
ポ
ー
ル
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
対
し
て
約
二
十
万
ガ
ロ
ン
の
給
油
を
行
っ
た
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
六
日
、
当
時
の
防
衛
庁
海
上
幕
僚
監
部
防
衛
部
運
用
課
（
以
下
「
運
用
課
」
と
い
う
。
）
等
は
、

イ
ン
ド
洋
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
派
遣
海
上
支
援
部
隊
の
指
揮
官
か
ら
当
該
給
油
に
係
る
報
告
を
受
領
し
た
。
ま
た
、
同
日
、

海
上
幕
僚
監
部
装
備
部
需
品
課
（
以
下
「
需
品
課
」
と
い
う
。
）
等
は
、
当
該
部
隊
か
ら
当
該
給
油
に
係
る
受
領
証
の
写
し

が
添
付
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
受
領
し
た
。
運
用
課
の
担
当
者
は
、
同
日
こ
ろ
、
当
該
報
告
に
記
載
さ
れ
た
給
油
量
を
パ
ソ

コ
ン
ソ
フ
ト
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
給
油
量
の
集
計
表
に
転
記
し
た
が
、
そ
の
際
、
米
補
給
艦
ペ
コ
ス
へ
の
給
油
量
と
米
駆

逐
艦
ポ
ー
ル
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
へ
の
給
油
量
と
を
取
り
違
え
て
入
力
し
た
。

一



平
成
十
五
年
五
月
六
日
、
イ
ラ
ク
の
自
由
作
戦
に
従
事
し
た
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
空
母
戦
闘
群
の
マ
シ
ュ
ー
・
Ｇ
・
モ
フ
ィ
ッ

ト
司
令
官
が
、
海
上
自
衛
隊
か
ら
米
補
給
艦
を
経
由
し
て
間
接
的
に
約
八
十
万
ガ
ロ
ン
の
燃
料
補
給
を
受
け
た
旨
を
発
言
し

た
と
の
報
道
が
な
さ
れ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
八
日
、
当
時
の
石
川
統
合
幕
僚
会
議
議
長
は
、
当
該
集
計
表
に
基
づ
き
、
記
者
会
見
に
お
い
て
、
海
上

自
衛
隊
か
ら
米
補
給
艦
に
約
二
十
万
ガ
ロ
ン
の
補
給
を
実
施
し
て
い
る
旨
を
述
べ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日
、
海
上
幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
長
等
は
、
需
品
課
の
担
当
者
か
ら
の
指
摘
に
よ
り
、
前
記
の
取

り
違
え
に
よ
る
誤
り
に
気
付
い
た
が
、
米
補
給
艦
ペ
コ
ス
が
我
が
国
か
ら
補
給
を
受
け
た
直
後
に
米
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
に

補
給
し
た
こ
と
に
係
る
問
題
が
当
時
沈
静
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
等
を
考
慮
し
、
適
切
な
報
告
を
行
わ
ず
、
当
該
誤
り
に
係

る
訂
正
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
平
成
十
五
年
五
月
八
日
、
防
衛
庁
防
衛
局
防
衛
政
策
課
の
担
当
者
は
、
米
補
給
艦
ペ
コ
ス
が
我
が
国
か
ら
補
給
を

受
け
た
直
後
に
米
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
に
補
給
し
た
こ
と
に
係
る
問
題
に
関
す
る
防
衛
庁
と
し
て
の
応
答
要
領
を
前
記
の
当

時
の
石
川
統
合
幕
僚
会
議
議
長
の
記
者
会
見
の
内
容
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
。
こ
の
結
果
、
当
時
の
福
田
内
閣
官
房
長
官
が

同
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、ま
た
当
時
の
石
破
防
衛
庁
長
官
が
同
月
十
五
日
の
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
、

二



そ
れ
ぞ
れ
海
上
自
衛
隊
補
給
艦
か
ら
米
補
給
艦
へ
の
給
油
量
は
約
二
十
万
ガ
ロ
ン
で
あ
る
旨
の
説
明
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

七
に
つ
い
て

現
在
、
当
時
の
海
上
幕
僚
監
部
及
び
防
衛
庁
内
部
部
局
等
に
所
属
し
て
い
た
関
係
者
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
の
調
査
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
係
者
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
事
実
関
係
を
踏
ま
え
、

厳
正
か
つ
適
切
に
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

八
及
び
十
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
当
時
、
一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
取
り
違
え
に
よ
る
誤
り
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
海
上

幕
僚
監
部
防
衛
部
防
衛
課
長
等
が
気
付
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
報
告
を
行
わ
ず
、
当
該
誤
り
に
係
る
訂
正
の

措
置
や
そ
の
旨
を
公
表
す
る
た
め
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
防
衛
省
や
自
衛
隊
の
事
務
処
理
の
在
り
方
に
対
す
る

信
頼
を
損
ね
る
と
と
も
に
、
文
民
統
制
に
係
る
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
文
民
統
制
の
こ
と
を
指
し
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
軍
事
に
対
す
る
政
治
の
優
先

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


